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サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
及
び
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正

案 

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
及
び
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
修
正
す
る
。 

第
一
条
中
第
十
三
条
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。 

第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
原
子
力
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
） 

第
十
五
条
の
二 

国
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
脅
威
に
よ
り
原
子
力
災
害
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
を
い
う
。
）
が
生
ず
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
、
原
子
力
事
業
所
（
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
所
を
い
う
。
）
に
お
け
る
安
全
の
確
保
に
関

す
る
基
準
に
お
い
て
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
つ
き
必
要
な
定
め
を
し
、
及
び
そ
の
遵
守
を
確
保
す
る
こ
と

そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

第
一
条
の
う
ち
第
二
十
五
条
の
改
正
規
定
中
「
加
え
る
」
を
『
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、



 

二 

同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
』
に
改
め
、
同
改
正
規
定
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

四 

第
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
基
準
の
策
定
等
に
関
し
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
見
地
か
ら
原
子
力
規
制
委

員
会
に
対
し
必
要
な
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。 

第
一
条
の
う
ち
第
二
十
七
条
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
七
条
第
三
項
中
」
の
下
に
『
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
、
第
三
号

若
し
く
は
第
五
号
」
に
、
』
を
加
え
る
。 


